
財務会計事務



学校における会計事務

● 財務会計の基本

・公費会計は、法令等により基本的なルールが定められている。

・学校においても、関係法令等の規定に基づき、事務を行わな
ければならない。

・公費会計は、納税者である道民に対し、説明責任がある。

● 財務会計事務の進め方

・学校において予算を執行する場合、その目的、必要性、予算
の範囲内での目的を達成できるかなどを検討し、執行に係る
決定書を作成する。

・校長は、決裁権者として、また、学校経営の責任者、管理・
監督者として財務会計事務に関わる。

・公費の場合、契約の方法、契約の相手方の決定方法、業務の
完了検査や物品の納品検査などは、各種の法令、通達などの
規定に基づき行う。



学校における会計事務

３ 私費会計事務

● 私費会計の取扱い

・道教委では、「道立学校私費会計事務処理マニュアル」を作
成している。

・事業の目的、必要性、予算などを検討して事業の実施を決定
し、予算執行の決定書や保護者等への通知は、校長の決裁
を受けて行う。

・費用負担者である保護者等に対して説明責任がある。

・市町村立学校の私費会計の取扱いは、各市町村の定めによる
が、道教委では参考資料として、「金銭事故再発防止マ
ニュアル（案）」を提供している。



学校における会計事務

３ 私費会計事務

● 私費会計の事務の流れ



学校における会計事務

３ 私費会計事務

● 私費会計の適正な管理のために

・私費会計は、公費に準じた取扱いをしなければならないと
いう意識を全ての教職員がもつとともに、校長は、内部牽
制が機能する体制を整備する必要がある。

・原則、口座管理とし、現金を手元に置かないなど、金銭事
故防止に努めなければならない。



学校における会計事務

４ 会計事務と危機回避

● 会計事務と危機回避

・会計事務は、扱う対象が、現金や預金通帳、金券、物品
など有価物であるため、紛失や盗難、損傷等の事故によ
る損害の危険性を常に抱えている。

・会計事務についてのルールが、適切に運用されていない
場合、内部牽制が機能せず、金銭事故が発生したり、不
適切な事務処理が発生する原因となる。

・学校では、こうした危険性をいかに低減するかが重要で
す。



学校における会計事務

４ 会計事務と危機回避

● 近年の金銭事故による処分事例



学校における会計事務

４ 会計事務と危機回避

● 金銭事故防止のための内部牽制

・近年発生した金銭事故は、全て私費会計からの横領であり、

これらは学校における内部牽制が十分に機能していない。

・公費の場合、財務会計事務が適正に行われるよう、学校の
内外から確認や検査等を行う仕組みや、組織内部における
職員相互の牽制を働かせる仕組みがつくられている。

・私費会計についても、事務処理要領に基づき、内部牽制が
機能する体制を整え、事故が起こらない仕組みをつくり、
適切に運用していくことが大切である。

「内部牽制の仕組みを確実に機能させていくこと」
が、会計事務の適正な執行や金銭事故の防止につな
がる。



学校における会計事務

４ 会計事務と危機回避

● 金銭事故をなくすために

・金銭事故は、児童生徒や保護者からの信頼を損ねるばか
りでなく、教育行政に対する道民の信頼を著しく損ねる
ものである。

・ひとたび金銭事故が起これば、保護者や地域の学校に対
する信頼を失い、学校教育の推進に重大な影響を及ぼす
ことを、教職員一人一人が自覚し、適正な事務の執行に
努めなければならない。

会計事務を担当していて、わからないことがあった
ときは、一人で悩まずに、校長、教頭、事務長など

に相談し、正しい事務処理を行うこと。


